
 

 

 

ふるさと納税の「寄附の使い道」及び「返礼品」を追加 

～2018年11月から実施します～ 

 

11月から、町田市ふるさと納税の魅力をさらに高め、市の魅力を市内外の方にも幅広く

ＰＲすることを目的として、「寄附の使い道」及び「返礼品」を追加しました。  

今回、追加した「特別な寄附の使い道」は3種類あり、そのうちの1つが子育て関連事業

となります。 

 

■新たに追加した【特別な寄附の使い道】 

「おうちでごはん～子ども食堂を自宅へ！～」 

困難を抱えた子育て世帯への支援として、ボランティアが手作りのお弁当を届けるこ

とで、家事の負担を軽減するとともに、お弁当を一緒に食べながら親子間でのコミュニ

ケーションの時間を増やします。 

お弁当の配達以外にも社会福祉協議会の職員が家庭を訪問し、相談支援を実施し

ます。セットとなる返礼品は、市内障がい福祉施設で作られている、「自家焙煎コーヒー

セット」、「町田産乾物セット（乾燥しいたけ、きくらげなど）」、「町田はすセット（はすの実

ケーキ、クッキー・サブレ、茄絲
か し

織
お り

コースター）」から選べます。 
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